
令和４年度　事故報告概要
事業所名　：　児童養護施設北海愛星学園

1 令和4年11月22日

札幌市内の児童福祉施設に在園中の当園から措置変更となった児童と当園の職員が交際し、不適切
な行為が行われていると、同じ児童福祉施設に入所中の児童より当園に連絡がある。
当該職員に事実関係を確認したところ、SNSを通じて交際関係に発展、性的行為含む不適切な関わり
を持ったことを認める。事実を児童相談所に報告し、警察へ虐待通告を行う。当該職員については懲
戒処分に処した。


